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休日診療のご案内をしています　�0424－38－1100

〜
父
母
、
祖
父
母
に
な
る
方
へ
〜

　

こ
れ
か
ら
赤
ち
ゃ
ん
を
迎
え
る

け
れ
ど
、
出
産
前
後
の
心
と
体
、

ど
う
変
化
す
る
の
？
周
り
の
人
は

マ
マ
に
な
る
人
を
ど
う
支
え
た
ら

い
い
の
？
子
育
て
は
お
母
さ
ん
一

人
で
は
で
き
な
い
も
の
。
母
に
な

っ
て
い
く
方
と
、
そ
れ
を
応
援
し

て
い
く
ご
家
族
の
方
へ
、
専
門
の

先
生
３
人
の
お
話
で
す
。

▽
と
き　

８
月　

日
（
土
）
午
後

２８

１
時　

分
〜
３
時　

分　

受
付
開

３０

４０

始
１
時
よ
り　

▽
と
こ
ろ　

田
無
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー　

▽
対
象　

妊
婦
、
そ
の
家
族
（
父

・
祖
父
母
に
な
る
方
）
ほ
か

▽
講
師　
 
畑
中  
諭 
先
生（
産
科
）、

は
た
な
か 
さ
と
し

 
奥
村  
雅
子 
先
生
（
歯
科
）、 
新
出 

お
く
む
ら 
ま

さ

こ
 

し

ん

で

 
真
理 
先
生
（
心
理
）

ま

り

▽
申
込　

当
日
、
直
接
会
場
へ

◆
健
康
推
進
課
（
○保
 
�
内
線　

）
２３６２

　

〜
永
久
歯
を
迎
え
る
準
備
は
で

き
ま
し
た
か
？
〜

　

ま
も
な
く
初
め
て
の
大
人
の
歯

が
は
え
て
き
ま
す
。
か
か
り
つ
け

の
歯
医
者
さ
ん
で
、
定
期
的
に
歯

の
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
ま
す
か
。

一
人
一
人
に
合
っ
た
、
専
門
家
か

ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
、「
永
久

歯
」
の
む
し
歯
ゼ
ロ
を
目
指
し
ま

し
ょ
う
。　

▽
受
診
期
間　

８
月
２
日
（
月
）

〜　

月　

日
（
土
）

１０

３０

▽
対
象　

平
成　

年
４
月
２
日
〜

１１

　

年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
幼
児

１２※
転
入
の
方
で
通
知
が
来
て
い
な

い
方
は
ご
連
絡
を

▽
内
容　

歯
科
健
診
、
相
談
、
保

護
者
お
よ
び
対
象
児
へ
の
歯
科
保

健
指
導
・
フ
ッ
素
塗
布
（
健
診
結

果
に
よ
り
必
要
に
応
じ
て
先
生
と

ご
相
談
く
だ
さ
い
）

▽
受
診
方
法　

市
か
ら
郵
送
さ
れ

た
受
診
票
を
持
っ
て
指
定
歯
科
医

療
機
関
で
受
診

◆
健
康
推
進
課
（
○保
 
�
内
線　

）
２３６３

　

市
で
は
、
地
域
で
不
安
な
く
出

産
し
、
楽
し
く
育
児
で
き
る
こ
と

を
お
手
伝
い
す
る
た
め
に
、
助
産

師
や
保
健
師
に
よ
る
訪
問
を
行
っ

て
い
ま
す
。
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

▽
対
象　

初
め
て
妊
娠
、
出
産
し

た
方
お
よ
び
新
生
児
（
生
後　

日
６０

ま
で
）。
た
だ
し
、第
２
子
以
降
で

も
、
ご
希
望
の
方
に
は
訪
問
し
ま

す
。
出
生
通
知
票
（
母
と
子
の
保

健
フ
ァ
イ
ル
に
同
封
）
を
郵
送
し

て
く
だ
さ
い
。

◆
健
康
推
進
課
（
○保
 
�
内
線　

）
２３６２

▽
と
き　

８
月　

日
（
金
）
午
後

２７

１
時　

分
〜
３
時

２０

▽
と
こ
ろ　

田
無
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー

▽
対
象　

６
〜
８
か
月
児

▽
定
員　
　

組
２０

▽
内
容　

中
期
・
後
期
食
の
お
話

と
試
食
、
歯
科
の
お
話

▽
申
込　

往
復
は
が
き
に
住
所
、

氏
名
（
親
と
子
、
ふ
り
が
な
）、
乳

児
の
生
年
月
日
、
電
話
番
号
を
明

記
し
、
８
月　

日
（
金
）（
消
印
有

１３

効
）
ま
で
に
健
康
推
進
課
「
離
乳

食
講
習
会
」
係
へ

◆
健
康
推
進
課
（
○保
 
�
内
線　

）
２３６２

健健

康康

医 療 機 関（ 所 在 地・電 話 番 号 ）
長谷川歯科診療所　　　　　　　　　
（田無町２～１５～１２ ��� �６２－６６２２）１日 ウエダ歯科
（柳沢２～３～１３～１０５ �� �６６－５４５４）
村山歯科医院
（南町５～１５～２３ ���� �６３－８７０６）８日 稲富歯科医院　（ひばりが丘北３～３
～３５ ��������� �２３－２０８４）
歯科吉岡医院
（谷戸町３～２６～２ ��� �２１－８１４１）１５日 上宿歯科医院　
（泉町１～６～１４ ��� �６１－９５０６）

　 医 療 機 関（ 所 在 地・電 話 番 号 ）   
佐々総合病院
（田無町４～２４～１５ �� �６１－１５３５）１日 吉川小児科医院
（泉町３～１～６ ��� �２１－５２５３）
保谷厚生病院 
（栄町１～１７～１８ ��� �２４－６６４０）８日 梅村こども診療所
（南町５～１７～２ ��� �６７－８１７１）
西東京中央総合病院 
（芝久保町２～４～１９ � �６４－１５１１）1５日 大野医院
（柳沢１～４～２６ ��� �６１－８７０２）
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上記のすべての休日に診療を行っています。
診療時間…午前１０時～正午、午後１時～４
時、５時～９時　
場所…西東京市中町分庁舎
　（中町１～１～５  � ２４－３３３１）

妊
産
婦
・
新
生
児
訪
問

指

導

の

ご

案

内

申
込
・
問
合
せ
…
健
康
推
進
課

（�
　

・
１
３
１
１ 
〒　

―

６４

２０２

　

西
東
京
市
役
所
保
谷
庁
舎
）

８５５５５
歳
児
歯
科
健
康
診
査

離
乳
食
講
習
会

マ
タ
ニ
テ
ィ
講
演
会

診療時間◆病院…午前９時～午後１０時
                ◆医院…午前９時～午後５時

８８月月前前半半のの��������

　

東
京
都
で
は
「
母
と
子
の
健

康
相
談
室
」
を
設
置
し
、
母
と

子
の
健
康
に
関
す
る
不
安
や
悩

み
ご
と
に
つ
い
て
の
電
話
相
談

事
業
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
新

た
に
こ
の
「
母
と
子
の
相
談
室
」

で
小
児
救
急
電
話
相
談
事
業
を

開
始
し
ま
し
た
。

▽
相
談
内
容　

①
小
児
救
急
医

療
に
関
す
る
相
談　

②
育
児
相

談
、
妊
産
婦
相
談
な
ど
、
母
子

の
健
康
相
談
全
般

▽
相
談
方
法　

電
話
に
よ
る
相

談
で
す
。
か
け
る
電
話
に
よ
っ

て
番
号
が
異
な
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。　

①
プ
ッ
シ
ュ
回
線
用
の
固
定
電

話
か
ら
…
＃　
　８０００

②
プ
ッ
シ
ュ
回
線
で
は
な
い
固

定
電
話
、
携
帯
電
話
お
よ
び
Ｐ

Ｈ
Ｓ
等
…　

・
５
２
８
５
・
８

０３

８
９
８

▽
相
談
時
間　

①
月
〜
金
曜
日

（
休
日
を
除
く
）
午
後
５
時
〜

　

時　

②
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、

１０年
末
年
始　

午
前
９
時
〜
午
後

５
時

※
保
健
師
・
助
産
師
が
相
談
に

応
じ
ま
す
が
、
必
要
に
応
じ
て

小
児
科
医
師
が
対
応
し
ま
す
。

し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
電
話
に

よ
る
相
談
の
た
め
、
診
断
は
下

す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

◆
健
康
推
進
課
（
○保
 
�
内
線　

）
２３６１

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

　対象となる年齢の方に、お知らせと予診票を
送付しています。送付する時期はご本人が生後
３か月、満３歳、満９歳、満１１歳、満１４歳にな
られる月の月末です。予防接種は早めに済ませ
ましょう。なお、出生後に転入された方は、健
康推進課窓口で手続きが必要となる場合があり
ます。
▽注意事項
①接種や手続きの際には母子健康手帳を必ずお
持ちください。　
②他の予防接種との間隔は、接種をした翌日か

◆予防接種を受けましょう◆◆予防接種を受けましょう◆
ら数えてください。
③個別接種は原則として
市内指定医療機関で行っ
ています。市外の医療機
関で接種を希望される場
合は健康推進課までご相
談ください。
※その他予防接種に関し
て不明な点、お困りなこ
とがありましたら、ご相
談ください
◆健康推進課（�保 �内線
２３６１）

　

現
況
届
は
、
手
当
受
給
者
お
よ
び
そ
の
配

偶
者
・
扶
養
義
務
者
の
方
の
前
年
の
所
得（
児

童
扶
養
手
当
は
養
育
費
を
含
む
）の
状
況
、養

育
の
状
況
等
を
確
認
す
る
た
め
の
届
で
す
。

■
児
童
扶
養
手
当
…
現
在
受
給
さ
れ
て
い
る

方
（
所
得
超
過
に
よ
る
支
給
停
止
の
方
を
含

む
）
に
、
７
月
末
に
「
お
知
ら
せ
」
を
送
付

し
ま
し
た
。
指
定
さ
れ
た
窓
口
で
本
人
が
届

出
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
届
出
が
な
い
場
合

は
、
８
月
分
以
降
の
手
当
が
支
給
停
止
と
な

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▽
受
付
期
間　

８
月
２
日（
月
）〜　

日（
火
）

31

■
特
別
児
童
扶
養
手
当
…
現
在
受
給
さ
れ
て

い
る
方
（
所
得
超
過
に
よ
る
支
給
停
止
の
方

を
含
む
）
に
は
、
８
月
上
旬
に
「
お
知
ら
せ
」

を
送
付
し
ま
す
の
で
、
指
定
さ
れ
た
窓
口
に

届
出
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
届
出
が
な
い
場

合
は
、
８
月
分
以
降
の
手
当
が
支
給
停
止
と

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▽
受
付
期
間　

８
月　

日（
水
）〜　

日（
火
）

１１

31

◎◎
特特
別
児
童
扶
養
手
当
の
対
象
・
手
当
額

別
児
童
扶
養
手
当
の
対
象
・ 
手
当
額

▽
対
象　
　

歳
未
満
の
中
・
重
度
の
障
害（
お

２０

お
む
ね
愛
の
手
帳
１
〜
３
度
程
度
、
身
体
障

害
者
手
帳
１
〜
３
級
、
４
級
の
一
部
程
度
、

お
よ
び
日
常
生
活
に
著
し
い
制
限
を
受
け
る

状
態
の
精
神
障
害
）
の
あ
る
児
童
を
養
育
し

て
い
る
父
母
ま
た
は
養
育
者
。

　

手
帳
を
持
っ
て
い
な
く
て
も
指
定
の
診
断

書
に
よ
り
申
請
で
き
ま
す
。

　

児
童
が
施
設
入
所
し
て
い
る
場
合
、
児
童

の
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
公
的
年
金
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ

ん
。

▽
手
当
額　

重
度
障
害
児
月
額
５
万　

円
、

900

中
度
障
害
児
月
額
３
万
3
千　

円
。

900

※
支
給
要
件
に
該
当
す
る
方
で
、
ま
だ
申
請

し
て
い
な
い
方
は
、
子
育
て
支
援
課
で
申
請

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

手
当
は
、
申
請
の
あ
っ
た
翌
月
分
か
ら
支
給

さ
れ
ま
す
。
所
得
が
限
度
額
以
上
の
時
は
、

支
給
が
停
止
さ
れ
ま
す
。

�　

児
童
手
当
の
支
給
対
象
年
令
が
従
来
の
未

児
童
手
当
制
度
が
改
正

児
童
手
当
制
度
が
改
正

就
学
児
か
ら
、
９
歳
に
達
し
た
年
度
末
（
小

学
校
第
３
学
年
修
了
前
）
ま
で
に
拡
大
さ
れ

ま
し
た
。
法
改
正
に
よ
り
支
給
対
象
と
し
て

拡
大
さ
れ
た
小
学
校
１
〜
３
年
生
の
対
象
者

の
方
に
は
、
す
で
に
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す

が
、
最
近
転
入
し
た
な
ど
、
ま
だ
手
続
き
を

し
て
い
な
い
方
は
、
早
め
に
申
請
を
し
て
く

だ
さ
い
。
法
改
正
に
伴
う
新
規
請
求
等
は
、

９
月　

日
（
木
）
ま
で
に
受
け
付
け
し
た
も

３０

の
に
限
り
、
特
例
的
に
４
月
分
ま
た
は
支
給

要
件
に
該
当
し
た
日
に
遡
り
支
給
を
受
け
ら

れ
ま
す
。

※
今
年
３
月
ま
で
受
給
さ
れ
て
い
た
７
歳

（
小
学
校
第
１
学
年
）
の
方
に
つ
い
て
は
、

現
況
届
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
継
続
と
な

り
ま
す
が
、
そ
の
子
の
上
に
２
・
３
年
生
の

児
童
が
い
る
場
合
、
手
当
増
額
の
申
請
が
必

要
で
す
。
い
ま
ま
で
受
給
さ
れ
て
い
な
い
方

は
、
新
規
の
申
請
手
続
き
が
必
要
で
す
。

※
４
月
以
降
に
転
入
し
た
方
は
前
住
所
地
と

西
東
京
市
の
両
方
へ
の
申
請
が
必
要
に
な
り

ま
す
。
※
児
童
手
当
に
は
所
得
制
限
が
あ
り

ま
す
。（
扶
養
親
族
等
人
数
に
よ
り
異
な
り
ま

す
）

平成1６年度所得限度額（1５年中の所得）

特別児童扶養手当扶 養
人 数 配偶者・扶養義務者本 人

6,287，000円4,596，000円０人

6,536，000円4,976，000円１人

6,749，000円5,356，000円２人

6,962，000円5,736，000円３人

1人増すごとに加算
４人以上

21万3，000円38万円

老人扶養６万円
老人扶養のみは２人目から

特定扶養25万円
老人扶養10万円

１人につき

加　算

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
の 

現
況
届
の
提
出
を
お
忘
れ
な
く　

◆
子
育
て
支
援
課
（
�田
 
�
内
線　

、
�保

 
�
内
線　

）

１５２５

2142

お
わ
び
と
訂
正

　

７
月　

日
号
市
報
で
、
乳
幼
児
医
療
助
成
制

15

度
の
新
規
申
請
「
８
月
１
日（
日
）〜
」
の
表
記

に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
正
し
く
は
「
８
月
２

日（
月
）〜
」で
す
。
お
わ
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

◆
子
育
て
支
援
課
（
�田
 
�
内
線　

）
１５２５

受付時間…午前１０時～午後４時

８８月月前前半半のの������������

　

市
内
在
住
の
方
対
象
で

す
。

■
健
康
よ
ろ
ず
相
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▽
と
き
・
と
こ
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日
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（
金
）
午
後
１
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〜
３
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時 
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無
庁
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２
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ー
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▽
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医
師
に
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る
相
談

直
接
会
場
へ

■
栄
養
相
談

▽
と
き
・
と
こ
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日
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（
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午
後
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分
〜
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保
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セ
ン
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（
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分
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▽
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各
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（
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順
・
前
日
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で
に
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予
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制
）

▽
内
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栄
養
士
に
よ
る
相

談

8
月
後
半
の
健
康
相
談
・
栄
養
相
談
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